
 

徳
川
家
康
の
正
妻
築
山
殿
は
、
駿
河
今

川
氏
の
御
一
家
衆
で
あ
る
関
口
刑
部
少
輔

氏
純
息
女
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
同
じ
氏
純
の
息
女
（
築
山

殿
の
妹
）
を
配
さ
れ
た
牟
礼
郷
右
衛
門
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で

そ
の
事
績
を
ま
と
め
て
お
く
。 

 

牟
礼
氏
の
本
姓
は
在
原
氏
で
、
讃
岐
国

牟
礼
（
香
川
県
高
松
市
）
に
居
住
し
た
の

で
在
地
の
名
字
に
し
た
と
さ
れ
る
。
筑
後

守
貞
高
の
時
、
今
川
貞
世
の
女
婿
の
所
縁

ゆ
え
か
、
貞
世
に
従
い
九
州
に
下
向
し
て

各
地
を
転
戦
し
、
駿
河
に
帰
国
後
蒲
原
城

（
静
岡
市
清
水
区
）
の
城
代
を
命
じ
ら
れ

た
と
い
う
。
こ
の
五
代
の
孫
が
壱
岐
守
勝

重
で
、
今
川
義
元
の
息
女
を
配
さ
れ
て
蒲

原
に
在
城
し
た
が
、
永
禄
三
年
（
一
五
六

〇
）
五
月
、
義
元
が
桶
狭
間
に
戦
死
し
た

時
に
、
勝
重
の
弟
牟
礼
主
水
正
泰
慶
も
そ

の
場
で
切
腹
し
、
勝
重
も
同
年
武
田
信
玄

に
蒲
原
城
を
攻
撃
さ
れ
て
落
城
・
戦
死
し

た
と
い
う
。
し
か
し
信
玄
に
よ
る
蒲
原
城

落
城
は
永
禄
十
二
年(

一
五
六
九)

十
二
月

六
日
の
こ
と
で
（
大
石
泰
史
編
『
今
川
氏

年
表
』
）
、
同
三
年
は
誤
り
で
あ
る
。 

 

勝
重
の
嫡
子
勝
利
は
天
文
十
八
年
（
一

五
四
九
）
に
出
生
し
、
長
じ
て
郷
右
衛
門

と
称
し
て
今
川
氏
真
に
仕
え
、
関
口
氏
純

息
女
を
配
さ
れ
た
。
そ
し
て
氏
真
が
遠
江

国
掛
川
城
に
籠
城
し
た
と
き
も
こ
れ
に
従

っ
た
が
、
氏
真
が
退
城
し
相
模
国
小
田
原

に
去
る
と
浪
人
し
た
。
そ
し
て
近
江
国
安

土
に
て
織
田
信
長
に
仕
え
て
天
正
七 

年

（
一
五
七
九
）
に
三
十
一
歳
で
病
死
し
た

と
い
う
。 

 
勝
利
の
子
勝
成
は
、
没
年
齢
か
ら
逆
算

す
る
と
永
禄
十
二
年
生
ま
れ
で
、
六
歳
の

時
（
天
正
二
年
）
に
、
徳
川
家
康
に
拝
謁 

し
て
家
康
の
嫡
子
三 

郎
信
康
付
と
な
っ 

た
。
こ
れ
は
勝
成
が 

築
山
殿
の
甥
で
、
信

康
の
母
方
の
従
兄
弟
と

い
う
所
縁
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
の
ち
牧

野
右
馬
允
康
成
に
付
属
さ
れ
て
同
十
二
年

の
長
久
手
の
戦
い
に
は
、
十
六
歳
で
出
陣

し
て
戦
功
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
同
十
八
年
）

の
関
東
移
封
の
と
き
に
は
家
康
の
嗣
子
秀

忠
付
と
な
り
、
同
十
九
年
（
一
五
九
一
）

五
月
、
相
模
国
東
郡
野
葉
郷
内
で
三
百
石

の
采
地
を
給
与
す
る
朱
印
状
を
下
さ
れ

た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ケ
原

合
戦
の
時
も
秀
忠
に
供
奉
し
、
の
ち
御
使

番
に
任
命
さ
れ
布
衣
着
用
を
許
さ
れ
た
。

寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
九
月
、
上
総
国

長
柄
郡
内
の
土
地
を
加
増
さ
れ
都
合
千
五

百
三
十
石
の
采
地
を
給
与
す
る
朱
印
状
を

下
さ
れ
、
同
十
二
年
）
に
六
十
七
歳
で
病

死
し
た
。 

 

勝
成
の
嗣
子
勝
政
は
養
子
で
、
実
は
岩

瀬
河
内
守
（
二
代
目
）
某
の
長
男
で
あ
っ

た
。
こ
の
河
内
守
某
は
牟
礼
勝
利
の
死
後

家
康
の
相
婿
牟
礼
郷
右
衛
門 
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に
そ
の
妻
が
三
河
国
大
塚
城
主
（
蒲
郡
市

大
塚
町
）
岩
瀬
河
内
守
（
家
久
）
に
再
嫁

し
て
儲
け
た
男
子
で
あ
る
か
ら
、
河
内
守

某
は
勝
成
の
種
違
い
の
弟
、
そ
の
子
勝
政

は
母
方
に
甥
に
当
た
る
。
こ
の
た
め
勝
政

は
牟
礼
家
の
養
子
に
入
っ
た
。
勝
政
は
御

小
姓
組
番
士
か
ら
御
納
戸
役
そ
し
て
御
使

番
を
歴
任
し
、
三
百
俵
を
給
付
さ
れ
た
が
、

同
十
一
年
四
月
、
改
易
さ
れ
て
浪
人
と
な

り
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
に
四
十
九

歳
で
病
死
し
た
。
勝
政
の
遺
跡
は
勝
政
の

実
弟
で
二
代
目
岩
瀬
河
内
守
の
次
男
の
彦

三
郎
が
相
続
し
た
が
、
寛
永
十
七
年
（
一

六
四
〇
）
に
死
去
し
て
無
子
断
絶
し
た
。

し
か
し
勝
政
の
子
政
友
が
寛
文
五
年
（
一

六
六
五
）
に
召
し
返
さ
れ
て
御
小
姓
組
番

士
と
な
り
、
三
百
俵
を
給
付
さ
れ
、
こ
の

子
孫
が
幕
臣
と
し
て
存
続
し
た
。 

 

以
上
の
記
述
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九

九
）
に
小
普
請
組
の
牟
礼
清
左
衛
門
勝
昌

（
勝
政
よ
り
五
代
下
の
末
孫
）
が
幕
府
に

提
出
し
た
系
図
に
基
づ
い
て
い
る
（
「
諸

家
系
譜
」
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
。

つ
ま
り
系
図
史
料
で
あ
り
、
信
用
性
は
高

く
は
な
い
。
し
か
し
同
じ
勝
昌
が
幕
府
に

提
出
し
た
古
文
書
に
よ
る
と
先
述
の
天
正

十
九
年
と
寛
永
二
年
の
朱
印
状
の
写
し
が

含
ま
れ
て
お
り(

「
書
上
古
文
書
」)

、
天
正

期
以
後
の
記
述
は
信
用
で
き
る
と
思
う
。 

 

ま
た
天
正
期
以
前
の
記
述
に
つ
い
て

も
、
や
は
り
勝
昌
が
提
出
し
た
古
文
書

（
「
書
上
古
文
書
」
）
に
は
先
祖
牟
礼
但

馬
守
が
今
川
上
総
介
範
忠
か
ら
与
え
ら
れ

た
年
未
詳
正
月
十
一
日
付
の
感
状
が
掲
出

さ
れ
て
お
り
、
先
述
の
勝
昌
の
呈
譜
に
も

年
未
詳
九
月
三
日
付
で
堀
越
公
方
足
利
左

馬
頭
政
智
（
知
）
が
、
牟
礼
有
楽
入
道
と

同
隼
人
正
に
宛
て
た
感
状
の
写
し
が
掲
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
感
状
の
信
用
性
も

含
め
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
の

牟
礼
氏
の
活
動
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

例
会
告
要
旨 

十
月
例
会 

静
岡
県
教
育
会
館
地
階
Ｃ
会
議
室 

十
月
二
十
二
日(

土)(

十
一
名
参
加) 

遠
江
国
原
田
・
村
櫛
荘
の
半
済
と
半

済
給
人 

専
修
大
学
修
士
一
年 

佐
藤
公
彦 

 

本
報
告
は
、
東
寺
領
荘
園
で
あ
る
原
田

・
村
櫛
荘
に
つ
い
て
、
半
済
令
の
影
響
を

具
体
的
に
み
る
こ
と
で
、
後
の
代
官
請
負

制
度
に
結
び
つ
く
半
済
給
人
等
の
要
因
に

つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。 

遠
江
国
で
は
一
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世

紀
に
か
け
て
、
代
官
請
負
が
機
能
し
て
い

た
。
代
官
請
負
に
関
す
る
先
行
研
究
は
い

く
つ
か
あ
り
、
そ
の
中
で
、
両
荘
で
半
済

が
行
わ
れ
た
形
跡
に
は
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
半
済
令
の
法
令
的
性
格
を

踏
ま
え
な
が
ら
の
検
討
は
十
分
と
は
言
い

難
い
。
一
方
、
半
済
研
究
を
み
て
も
、
両

荘
へ
の
具
体
的
な
影
響
を
検
討
し
た
も
の

は
少
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
の
相
互
的
な
検

討
を
試
み
た
。 

 

半
済
研
究
に
つ
い
て
は
戦
後
か
ら
行
わ

れ
て
お
り
、
二
〇
世
紀
の
研
究
で
は
、
応

安
元
年
（
一
三
六
八
）
に
発
布
さ
れ
た
、

「
応
安
大
法
」
と
呼
ば
れ
た
半
済
令
の
法

令
的
解
釈
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
荘
園
体

制
の
保
護
と
在
地
勢
力
の
促
進
と
い
う
、

相
反
す
る
二
面
性
に
つ
い
て
長
い
間
論
じ

ら
れ
て
き
た
が
、
応
安
元
年
令
を
過
大
評

価
し
て
い
る
部
分
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

二
一
世
紀
に
入
る
頃
に
は
、
一
連
の
関
連

法
の
流
れ
の
中
で
半
済
令
の
性
格
を
検
討

す
る
動
き
が
活
発
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

半
済
令
の
見
方
は
年
を
経
る
に
つ
れ
て
柔

軟
に
推
移
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
評
価

は
様
々
で
あ
り
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
対
象
地
域

で
の
限
定
性
を
前
提
に
、
先
行
の
半
済
解

釈
と
照
合
し
つ
つ
検
討
し
た
。 

 

原
田
・
村
櫛
荘
に
お
い
て
は
、
同
時
期

に
東
寺
領
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
か
ら
、
あ

る
程
度
共
通
し
た
半
済
の
動
き
が
み
ら
れ

る
。
半
済
令
が
発
布
さ
れ
始
め
る
十
四
世

紀
半
ば
頃
か
ら
、
設
置
や
返
付
を
度
々
行

い
な
が
ら
、
半
済
状
態
を
維
持
す
る
動
き

で
あ
る
。
戦
況
下
な
ど
に
兵
粮
料
所
と
し

て
、
寺
社
領
の
半
分
を
預
け
置
く
こ
と
が

基
本
で
あ
る
が
、
半
分
以
上
の
押
妨
な
ど

発
生
す
れ
ば
守
護
が
裁
定
を
下
す
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
応
安
元
年
令
あ
た
り
を
境

に
、
東
寺
側
と
守
護
で
あ
る
今
川
範
国
の

法
令
認
識
が
一
致
し
て
い
な
い
様
子
や
、

範
国
に
よ
る
半
済
の
設
置
・
干
渉
と
い
っ

た
守
護
請
の
一
類
型
と
も
い
え
る
性
質
も

検
出
で
き
、
半
済
を
足
掛
か
り
に
経
済
基

盤
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
十
五
世

紀
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
在
地
勢
力
に
も
半
済
給
人
の
設
置
を
機

に
寺
社
領
へ
と
勢
力
拡
大
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
み
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
中
で
設
置



さ
れ
た
半
済
と
半
済
給
人
が
後
の
代
官
請

負
の
基
本
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
流
用
さ
れ
て

い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
半
済
を
契
機
に
守
護
以

下
在
地
領
主
層
の
成
長
を
招
い
た
と
い
え

る
。
半
済
給
人
発
生
の
起
源
等
未
だ
不
明

な
点
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
シ
ス

テ
ム
は
代
官
請
負
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。 

今
回
の
卒
業
論
文
の
内
容
報
告
に
際
し

て
、
多
く
の
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い

た
。
半
済
給
人
の
緻
密
な
分
析
や
守
護
や

幕
府
の
経
済
的
な
内
情
を
踏
ま
え
た
考
察

の
余
地
な
ど
、
い
た
だ
い
た
様
々
な
ご
教

示
を
糧
に
、
今
後
の
研
究
に
努
め
た
い
。 

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
に
ご
助
言
、
ご
指

導
、
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
多
く
の
皆
様

に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

十
一
月
例
会 

十
一
月
十
三
日
（
日
） 

沼
津
市
立
図
書
館
講
座
室 

（
二
十
人
参
加
） 

【
書
評
】
小
田
原
近
世
史
研
究
会
編

『
近
世
地
域
史
研
究
の
模
索
』 

（
岩
田
書
院
、
二
〇
二
二
年
） 

松
本
和
明 

本
論
集
が
「
つ
な
が
り
」
の
視
座
を
提

起
し
た
意
図
を
序
章
か
ら
確
認
す
る
と
、

つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
①
地
域
社

会
論
へ
の
方
法
的
批
判
（
論
集
一
一
頁
、

以
下
同
じ
）
。
精
緻
な
実
態
解
明
を
求
め

ら
れ
る
が
ゆ
え
の
「
停
滞
」
、
全
体
像
把

握
の
な
い
「
先
行
き
不
透
明
感
」
が
あ
る

こ
と
、
②
藩
社
会
研
究
へ
の
方
法
的
批
判

（
一
二
頁
）
（
①
と
同
様
に
）
。
残
存
す

る
藩
政
史
料
の
少
な
い
藩
に
お
け
る
藩
研

究
の
可
能
性
の
如
何
、
③
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

論
へ
の
方
法
的
批
判
（
一
三
頁
）
（
①
②

含
め
）
。
論
者
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

概
念
の
相
違
が
あ
り
、
「
一
定
の
つ
な
が

り
」
＝
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
結
論
づ
け

る
傾
向
で
あ
る
こ
と
、
④
小
田
原
藩
研
究

の
さ
ら
な
る
展
開
（
一
四
頁
）
、
が
課
題

で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
か
か
る

状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
⑤
藩
政
史
・

藩
制
史
的
な
藩
研
究
や
、
構
造
論
的
な
地

域
社
会
論
で
も
な
い
、
⑥
小
田
原
藩
を
磁

場
と
し
て
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
磁
力
の

お
よ
ぶ
藩
領
内
外
の
地
域
で
生
起
す
る
諸

事
象
・
諸
主
体
・
諸
関
係
を
み
る
こ
と
で
、

地
域
の
特
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
方
法
を

「
つ
な
が
り
」
に
求
め
、
⑦
史
料
が
少
な

い
地
域
に
お
い
て
地
域
像
を
描
く
試
み
で

あ
り
、
⑧
そ
の
有
効
性
を
議
論
し
た
い
、

と
い
っ
た
点
で
あ
る
。 

如
上
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
筆
者
に

与
え
ら
れ
た
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
畿
内

近
国
論
の
視
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
諸
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、

同
論
は
藪
田
貫
氏
の
支
配
国
論
以
来
、
個

別
領
主
支
配
と
奉
行
所
支
配
と
の
重
複
の

問
題
を
軸
と
し
て
研
究
が
進
ん
で
き
た
。

か
か
る
点
に
鑑
み
る
と
、
本
論
集
に
お
い

て
は
、
近
似
的
な
支
配
の
錯
綜
状
況
を
示

す
地
域
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
幕
藩
権
力

の
規
定
性
の
問
題
へ
の
言
及
が
薄
く
、
関

係
が
自
由
に
結
ば
れ
て
い
る
印
象
を
う
け

る
。
近
年
の
藩
研
究
の
潮
流
に
お
い
て
も
、

支
配
の
枠
組
み
は
避
け
て
通
れ
な
い
論
点

で
あ
ろ
う
。 

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
飛
び
地
領
を
介
し

て
、
同
論
と
の
接
合
の
可
能
性
も
存
在
す

る
。
畿
内
に
も
小
田
原
藩
領
が
存
在
す
る

が
、
小
田
原
藩
研
究
に
お
い
て
も
藩
領
を

大
き
く
超
え
た
藩
領
社
会
研
究
と
し
て
位

置
づ
け
る
た
め
に
、
畿
内
近
国
論
と
多
様

な
レ
ベ
ル
で
の
関
係
性
を
ま
ず
は
紐
解
く

こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て

「
つ
な
が
り
」
の
視
座
は
有
効
性
を
持
つ

だ
ろ
う
。 

つ
ぎ
に
、
本
論
集
で
も
議
論
の
下
敷
き

と
な
っ
て
い
る
社
会
的
権
力
論
や
、
社
会

集
団
論
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
方
法
と
し

て
の
「
つ
な
が
り
」
の
有
効
性
に
つ
い
て

考
え
る
。
序
章
に
お
い
て
、
「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
＝
「
個
人
と
個
人
、
組
織
と
組
織
、

個
人
と
組
織
な
ど
で
一
定
の
「
つ
な
が
り
」

が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
結
論
付
け
る
傾
向
が
顕
著
」
（
一
三
頁
）

と
し
て
、
「
つ
な
が
り
」
の
視
座
を
設
定

し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
「
た
と
え
個
々

が
取
り
結
ぶ
他
者
や
他
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

と
の
紐
帯
は
弱
く
と
も
」
（
一
五
頁
）「
個

々
人
の
関
係
や
個
別
事
象
背
後
の
「
つ
な

が
り
」
の
発
見
と
丹
念
な
分
析
」
（
同
）

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。 

こ
の
指
摘
か
ら
は
、
個
の
社
会
へ
の
位

置
づ
け
を
欠
い
た
ま
ま
の
議
論
に
な
る
危

惧
を
覚
え
る
。
社
会
的
権
力
論
や
社
会
集

団
論
な
ど
の
枠
組
み
か
ら
も
脱
す
る
意
図

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
個
が
集
団
の

一
員
と
し
て
は
じ
め
て
そ
の
身
分
・
職
分

・
得
分
を
保
障
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
も
、
構
造
論
を
捨
象
し
た

磁
極
・
磁
界
の
描
出
は
、
逆
に
磁
極
の
意

義
を
ぼ
や
か
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
今
後
、
「
つ
な
が
り
」
概
念
を

鍛
え
、
一
般
化
を
目
指
す
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
か
か
る
議
論
と
も
ど
う
切
り
結
ぶ
の

か
、
そ
の
際
に
は
身
分
や
職
分
、
町
方
と

村
方
、
そ
し
て
政
治
・
経
済
・
社
会
・
宗

教
な
ど
の
弁
別
（
そ
の
先
に
は
統
合
）
が



必
要
と
な
ろ
う
。 

以
上
、
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
近
年
と

み
に
分
析
の
深
化
が
進
ん
だ
近
世
史
研
究

に
お
い
て
、
史
料
の
少
な
い
地
域
で
は
研

究
は
不
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
は

お
お
い
に
共
感
す
る
。
そ
の
障
壁
を
解
消

せ
ん
と
、
地
域
史
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
、

そ
の
発
展
を
願
う
方
々
が
分
厚
い
先
行
研

究
と
の
格
闘
の
末
に
紡
い
だ
成
果
が
、
ま

ず
は
「
つ
な
が
り
」
と
し
て
結
実
し
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
い
か
に
開
花
さ
せ
う
る

か
、
今
後
に
期
待
し
た
い
。 

 [

例
会
案
内] 

☆ 

一
月
例
会 

一
、
日 

時 

一
月
二
十
八
日(

土) 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

静
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー 

「
あ
ざ
れ
あ
」
四
階
第
一
会
議
室 

三
、
報
告
者
及
び
報
告
名 

「
蒲
原
陣
屋
の
廃
止
と
松
岡
陣
屋
の

成
立
」
＆
十
一
月
書
評
会
の
コ
メ
ン

ト 
 
 
 
 
 
 
 

厚
地
淳
司
氏 

十
一
月
例
会
の
準
備
か
ら
当
日
の

運
営
ま
で
厚
地
氏
に
や
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
書
評
会
内
容
に
つ

い
て
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
く
予
定
で
す
。 

※
会
場
は
あ
ざ
れ
あ
で
す
。
お
間
違

え
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。 

☆ 

二
月
例
会 

一
、
日 

時
二
月
十
八
日(

土) 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

三
島
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

（
東
部
例
会
で
す
） 

三
、
報
告
者
及
報
告
名 

「
三
島
市
の
文
化
財
」
平
林
研
治
氏 

「
三
嶋
大
社
と
源
頼
朝
」
森
田
香
司
氏 

（
葉
書
で
連
絡
し
ま
す
） 

[

事
務
局
よ
り] 

一
、 

例
会
報
告
及
び
報
告
者
の
予
定 

今
の
と
こ
ろ
三
月
は
卒
業
論
文
発
表
会

の
予
定
で
四
日
（
土
）
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
四
月
以
降
は
未
定
で
す
。 

二
、
『
静
岡
県
地
域
史
研
究
』
第
十
二

号
別
編
に
脱
漏
が
あ
り
ま
し
た
。
脱
漏

箇
所
は
一
七
三
頁
の
第
二
四
一
号
で

す
。
太
向
義
明
氏
執
筆
の
後
半
部
分
が

抜
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
郵
送
の
方
に

は
会
誌
に
同
封
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
総
会
出
席
者
に
は
十
二
月
末
に
お

送
り
し
ま
し
た
。
御
確
認
く
だ
さ
い
。

遅
く
な
っ
て
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。 

三
、
静
岡
古
城
研
究
会
よ
り
『
静
岡
県

の
城
跡
―
西
部
・
遠
江
国
版
―
』
の
寄

贈
を
受
け
ま
し
た
。
十
年
前
に
出
さ
れ

た
、
中
部
・
駿
河
国
版
に
続
く
二
冊
目

に
当
た
り
、
大
井
川
以
西
の
中
世
の
城

跡
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。
新
し
く
見
つ

か
っ
た
も
の
も
多
く
、
地
図
や
参
考
文

献
も
付
い
て
い
ま
す
。
（
販
価
七
千
円
）

問
い
合
わ
せ
は
、
当
会
幹
事
望
月
保
宏

氏(

〇
五
四
―
九
八
八
―
七
四
二
五)

ま

た
は
、
望
月
徹
方
、
静
岡
古
城
研
究
会

事
務
局
（
〇
九
〇
―
七
〇
二
五
―
一
〇

三
九
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。 

四
、
静
岡
市
歴
史
博
物
館
グ
ラ
ン
ド
オ

ー
プ
ン
。 

 

来
る
十
三
日
（
金
）
い
よ
い
よ
グ
ラ

ン
ド
オ
ー
プ
ン
で
す
。
メ
ー
ル
で
チ
ラ

シ
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
例
会

の
際
に
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
。 

五
、
歴
史
随
想
の
原

稿
募
集 

 

一
月
現
在
、
原
稿

の
ス
ト
ッ
ク
が
あ

り
ま
せ
ん
。
会
員
の

皆
様
ぜ
ひ
御
投
稿

く
だ
さ
い
。 

六
、
松
平
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
御
案
内 

 

例
年
安
城
市
で

開
催
さ
れ
て
い
る
、

松
平
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
案
内
を
安
城
市

歴
史
博
物
館
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
、
御
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

一
、 

日 

時 

二
月
二
十
六
日
土
） 

午
後
一
時
～
五
時 

二
、
会 

場 

へ
き
し
ん
ギ
ャ
ラ
ク
シ

ー
プ
ラ
ザ 

マ
ツ
バ
ホ
ー
ル 

三
、
テ
ー
マ
「
門
徒
ひ
さ
し
く
断
絶
す
」

四
。
申
込
方
法 

往
復
葉
書
（
二
月
十

日
締
め
切
り
）
詳
細
は
歴
史
博
物
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

(

一
月
例
会
に
チ
ラ
シ
を
持
参
し
ま
す
。) 
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